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一般社団法人日本病院会 御中 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課  

 

 最低賃金の引上げに関連した支援の拡充について 

 

 

令和７年９月５日までに、最低賃金について、全ての都道府県の地方最低賃金審議会で

答申が取りまとめられました。それらの結果、先月中央最低賃金審議会で取りまとめた目

安６.０％を大幅に上回る６.３％、引上げ額は過去最大の66 円となり、全国加重平均は1,

121 円となりました。  

その上で、９月５日、石破内閣総理大臣からは、賃上げに努力いただいている中小企業・

小規模事業者の皆様にきめ細かい支援を行うべく、各業界の所管省庁が一体となり、周知

広報を徹底するとともに、国民の皆様の安心に向けた賃上げの環境整備に今後とも最大限

努力する旨、ご発言がありました。  

最低賃金の引上げへの対応については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画2025 年改訂版」及び「経済財政運営と改革の基本方針2025」（いずれも令和７年６月

13 日閣議決定）に基づき、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の中で、

価格転嫁・取引適正化の徹底、生産性向上、事業承継・Ｍ＆Ａを通じた経営基盤の強化な

どの施策を総動員することとしています。今般は、その一環として、政府として、生産性

向上の支援策を強化します。  

具体的には、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者に対し、当面の措置

として、例えば以下の助成金及び補助金について、対象の拡大、要件緩和等の措置を講じ

ることとされており、これは賃上げに取り組む医療機関においても使用可能です。  

 

 ① 業務改善助成金（厚生労働省）  

     https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf 

     https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557790.pdf 

 

 ② IT 導入補助金（経済産業省）  

     https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf 

 

以下資料もご参照ください。  

「中小企業･小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の一環としての最低賃金の引上げ

に関する支援の拡充  

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/saiteichingin/siryou.pdf 
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貴会におかれましては、貴会会員に対して上記支援策の周知を行っていただけますと幸

いです。  

なお、助成金及び補助金に関する質問については、各ＵＲＬに記載の連絡先までお問合

せいただきますようお願いいたします。  

 

さらに、今回これらの措置に加え、既存施策などをまとめたパンフレット等について中

小企業庁・厚生労働省にて作成し、９月９日に公表されましたので、あわせてお知らせい

たします。  

なお、個別の支援策に関する質問については、別添パンフレットに記載の連絡先までお

問合せいただきますようお願いいたします。 



事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行った中小企

業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

＜補助上限＞30万円～600万円 ＜助成率＞3／4 ～ 4／5

＜助成対象経費の例＞ 機器・設備の導入：POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

経営コンサルティング：国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他：顧客管理情報のシステム化

業務改善助成金

申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

問合先 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440（受付時間 平日 9:00～17:00）

詳しくはこちら

拡充！
•対象事業場を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金未満まで」に拡充

•最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを完了していれば、賃金引上げ計画の事前提出は不要

IT導入補助金

業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための ITツール等の導入を支援します。

補助上限：最大450万円

補助率：１／２～４／５

詳しくはこちら

問合先 サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター：
0570-666-376

拡充！

•最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金未満」に拡充し、該当事業者に

対する加点も実施。

•事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事業者に対する加点も新設。
※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

別添１


